
参考資料１ 

   戸田市教育政策シンクタンク設置要綱 

令和元年６月１９日教育長決裁 

（設置） 

第１条 本市の教育政策に関する総合的な調査研究を行うため、戸田市教育政

策シンクタンク（以下「シンクタンク」という。）を教育委員会事務局教育

政策室に置く。 

 （所掌事務） 

第２条 シンクタンクは、本市の教育政策の調査、研究、分析等（以下「調査

研究等」という。）に関する事項を所掌する。 

 （組織） 

第３条 シンクタンクは、次に掲げる者で組織する。 

 (1) シンクタンク所長（以下「所長」という。） 

 (2) 統括研究員 

 (3) 主任研究員 

 (4) 研究員 

 (5) 外部アドバイザー 

２ 所長は教育政策室長を、統括研究員は教育政策室担当課長を、主任研究員

は教育政策室教育政策担当主幹を、研究員は教育政策室教育政策担当の職員

をもって充てる。 

３ 前項の規定にかかわらず、教育長は、教育委員会事務局の職員にあっては

研究員を命じ、教育委員会事務局以外の職員にあっては研究員を依頼するこ

とができる。 

４ 外部アドバイザーは、学識経験者等から教育長が委嘱する。 

５ 教育部長は、調査研究等が円滑に行われるよう、シンクタンクに対し、指

導及び助言を行うものとする。 

 （職務） 

第４条 所長は、教育長の命を受け、シンクタンクの調査研究等を統括すると

ともに、所属職員を指揮監督する。 

２ 統括研究員は、所長の命を受け、所長を補佐し、シンクタンクの事務を統

括するとともに、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務

を行う。 

３ 主任研究員は、所長及び統括研究員の指定する調査研究等を行うとともに、



 

その管理を行う。 

４ 研究員は、所長及び統括研究員の指定する調査研究等を行う。 

５ 外部アドバイザーは、所長の指定する調査研究等の指導及び助言を行う。 

 （ワーキングチーム） 

第５条 所長は、分野横断的な調査研究等を行うため、当該調査研究等に関連

する知識を有した研究員で構成するワーキングチームを設置することがで

きる。 

（アドバイザリーボード） 

第６条 教育長は、シンクタンクが行う調査研究等の方向性に対する指導及び

助言を行うため、所長、外部アドバイザー、その他学識経験者等で構成する

アドバイザリーボードを設置することができる。 

 （情報の提供） 

第７条 シンクタンクの研究成果は、公表するものとする。 

 （庶務） 

第８条 シンクタンクの庶務は、教育委員会事務局教育政策室において処理す

る。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、シンクタンクの運営に関し必要な事項

は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年６月１９日から施行する。 

    

 



堺みくに法律事務所・小美野達之弁護士（ｽｸｰﾙｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

丸の内総合法律事務所・木村 一輝 弁護士（個人情報保護）

日本大学・末冨芳教授（教育行政学、教育財政学）

東京大学・田中隆一教授（経済学）

上智大学・田村恭久教授（教育工学）

イエール大学・成田悠輔助教授（経済学・機械学習・人工知能）

一般社団法人UNIVA・野口 晃菜 理事（インクルーシブ教育）

青山学院大学・益川弘如教授（学習科学）

アドバイザリーボード

市役所内他部局

（健康福祉部、こども健やか部）

他自治体

大学

企業等

関係機関

学校

学校

学校

県教委

EBPM
推進担当
チーム

（教育行政プロ
採用職員等）

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
ボ
ー
ド

教育委員会
ロイヤー

教
育
政
策
シ
ン
ク
タ
ン
ク

各施策

戸田市
教育委員会

文科省・
国研

大学・
研究機関

企業・
ＮＰＯ

市役所
他部局

他自治体

子供たちが誰一人取り残されず、一人一人が２１世紀を主体的に生き抜く力を
身につけるため、教室を科学することを通じ、優れた教師の匠の技の言語化・
可視化・定量化や個別最適な学びの実現、EBPM（EIPP）の推進に取り組む。

※５０音順で掲載
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